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会長　唐　澤　祥　人

厚生労働省が実施する「特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先

実態調査について」の送付について

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、厚生労働省が実施する「特定保健指導のアウトソーシング先等実態調査につ

いて」の協力依頼につきましては、平成19年1月18日付日医発第1016号（地肌203）

の文書をもって、お願いいたしました。

　今般、厚生労働省におきまして、市町村国保を含む医療保険者がアウトソーシング先

を把握できるよう、国立保健医療科学院のホームページ上の「特定健康診査機関・特定

保健指導機関データベース」　（http：／／kenshin－db．niph．go．jp／kenshin／）へ情報を入

力する方法で実態調査を行うこととなり、本会に対しましても、厚生労働省健康局総務

課長より別添のとおり、本調査の周知協力方の依頼がありました。

　なお、本調査の入力にあたっては、現時点において、各地域医師会と市町村国保等と

の間で協議がなされている状況にあり、全ての項目についての入力は難しいものと認識

しております。

　　圭。へ　 こミw2　、’　　、　診・、　ヒ’の善ま
の久　　元 の“汚いここご垣貴いア卵，い

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、よろしくご高配

のほどお願い申し上げます。

　また、本調査につきましては、昨年度実施されました「特定保健指導のアウトソーシ

ング先等実態調査について」に協力された事業者に対しまして、厚生労働省より今般の

調査について、直接送付がなされております。また、9月14日（金）に集計を行う予

定とされておりますが、集計時期に関わらず随時入力（あるいは修正）が可能となって

おりますことを申し添えます。
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特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先実態調査について

　地域保健行政の推進につきましては、日頃より御協力を賜り感謝申し上げます。

　昨年度は、「特定保健指導のアウトソーシング先等実態調査」に御協力いただき、ありが

とうございました。

　調査結果につきましては、本年4月17日に実施した「医療構造改革に係る都道府県会

議」において、取りまとめた内容を報告したところです。

　今般、この調査に関しましては、市町村国保を含む医療保険者が容易にアウトソーシン

グ先を把握できるよう、事業者の方々に、国立保健医療科学院のホームページ上の「特定

健康診査機関・特定保健指導機関データベース」へ情報を入力いただく形で実態調査を行

い、調査結果を報告できるようにいたしました。なお、この調査への協力が、来年4月か

らの特定健康診査及び特定保健指導の受託の条件になるものではありません。

　つきましては、貴団体で把握されている特定健康診査及び特定保健指導事業のアウトソ

ーシング先となる可能性のある事業者への本調査の周知ならびに別紙「特定健康診査及び

特定保健指導のアウトソーシング先実態調査について」の御配布方、よろしくお取り計ら

い願います。

　また、昨年度、「特定保健指導のアウトソーシング先等実態調査」に御協力いただいた事

業者に対しては、当職より別途「特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先実

態調査について」を送付いたしますことを申し添えます。

問い合わせ先

労働省健康局総務課保健指導室担当浦川須藤
鹿L　O3－5253－1111（内線2392、2391）

E－ma11一



別紙

事業者各位

厚生労働省健康局総務課保健指導室

特定健康診査及び保健指導等のアウトソーシング先実態調査について

　「特定健診・保健指導」が平成20年度から医療保険者に義務づけられることに伴い、

昨年度、「特定保健指導等のアウトソーシング先等実態調査」を行い、本年4月の医療構造

改革に係る都道府県会議において、取りまとめた結果を報告いたしました。

　この調査に関しましては、当初、必要時に随時行うとしておりましたが、市町村国保を

含む医療保険者が容易にアウトソーシング先を把握できるよう、今般、国立保健医療科学

院のホームページ上に、「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」を開設し、

事業者情報を入力いただく形で実態調査を行い、調査結果を報告できるようにいたしまし
た。

　なお、この調査への協力が、来年4月からの特定健・診査及び特定保健指導の受託の条

件になるものではありません。

　つきましては、本調査の趣旨を御理解いただき、「特定健康診査及び保健指導等のアウト

ソーシング先実態調査」に御協力をお願いいたします。

問い合わせ先

厚生労働省健康局総務課保健指導室　担当　浦川　須藤

電話　03－5253－1111（内線2392、2391）
E－mail　　hokenshidoushitu＠mhlw．go．jp



　　　　　　特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先実態調査記入要領

1　目的

　本調査は、平成20年度からの特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先の社会資源に

ついて全国的に実態を調査するものとする。

　調査結果については、厚生労働省ホームページ上でまとめの報告を行う。また、医療保険者をはじ

めとする関係者が随時アウトソーシング先の情報を検索・閲覧できるようにする。

2　調査方法

　　国立保健医療科学院のホームページ上に、r特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」

　を開設し、事業者に必要な情報を入力いただく形で、実態調査を行う。

　：（1）「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」アドレス　　　　　　　　　　　　　：

　：　　　ht－9・．迦hin一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　：（2）上記の入力ぺ一ジには国立保健医療科学院ホームページ、厚生労働省ホームページからの　：

　i　　　アクセスも可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　I一一一一一一一一一一一一一一』－一一一一一一一一一一一菖一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一甲一一一一一一一一一一一一一臨一一一一一一r一一一一雫一一一一一“一一一一一一一一一一r　r雫一一一一一一一一一尋一一一一一一一尋一一一』

3　調査開始について

　　7月23日（月）より入力を受け付ける。また、9月14日（金）に集計を行う予定であるが、事

業者は集計時期にかかわらず随時入力（あるいは修正）を可能とする。

4　データベース入力時の注意事項

　　アウトソーシング先は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（仮称）」の確定に基

　づく外部委託基準（以下「委託基準」という）を満たす者であることが前提となる。（委託基準はパ

　ブリックコメントを実施中であり参考とされたい。）

　　今回は、調査の正確性を期すため、委託基準を満たす者のみ回答頂くこととしていることから、回

答に当たり次の点に留意されたい。

　i　O入力項目は、委託基準に示されている「運営についての重要事項に関する規程の概要」に沿ったi

　i　ものであるため、多くの項目において入力が必須となっている。　　　　　　　　　　　　　i

　：○また、入力内容が委託基準を満たさない場合は入力が完了できない。（エラーチェックにより指l

　i　摘あり。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

5　調査協力者のメリット

　　今回、回答頂いた事業者は、本調査のホームページにて委託基準にある「運営についての重要事項

　に関する規程の概要」が公開されていることとなり、別途「運営についての重要事項に関する規程の

概要」を公開する必要はなくなる。

　　この場合、本年9月からを予定している、社会保険診療報酬支払基金への機関番号取得申請に必要

なホームページのURLは、本調査のホームページURLを記載頂ければよい。

6　データベースの問い合わせ先

　　国立保健医療科学院「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」担当

　k－P
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特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先実態調査の流れ図
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国立保健医
療科学院

ホームページ

にアクセス

httP■kenshln－db釦Pb．gq，jplkeqShi11／

厚生労働省
ホームページ
　よりリンク

「特定健康診査

機関・特定保健

指導機関データ
ベース」に入力

厚生労働省ホームページh吐P：〃www．mhlw．oj　より
①上記トップページの「行政分野ごとの情報」で「健康」をクリック。

②健康のページの「最近のトピックス」にある「特定健康診査及び特定

　保健指導のアウトソーシング先実態調査について」をクリック。

②あるいはページ左下のポスター「特定健康診査及び特定保健指導
　のアウトソーシング先実態調査にご協力をお願いします」をクリック。

③「特定健康診査及び特定保健指導のアウトソーシング先実態調査に

　ついて」のページより、データベースにリンク。

⇒ 事業者情報の
　　公開

入力データに

より実態調査
　　を行う



7考資料2

　　　　　　　　　「特定健康診査及び特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（案）」より

1重要事項に関する規程

H運営についての重要事項に関する規程

①健診・保健指導機関による情報公開の必要性

　　医療保険者が健診・保健指導を委託できる機関の基準が告示により定められているこ

　とから、医療保険者が委託先を探すにあたって、委託基準を満たしている機関であるか

　否かを判別できるよう、健診・保健指導機関は基準の遵守状況について情報を公開する

　必要がある。

②規程として予め定めておくべき項目

　　省令及び告示に運営等に関する基準を示しているが、この中において、規程として定

　めておくべき7項目（保健指導は8項目）を挙げている。

く特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第○条の規定に基づき厚生労働
大臣が定める者〉（抜粋）

五運営等に関する基準
6（※保健指導は7）　次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、

当該規程の概要を、医療保険者及び受診者が容易に確認できる方法（ホームページ上

での掲載等）を通じて、幅広く周知すること。また、規程の概要を周知するに当たっ
ては、指定の様式により行うこと。

・事業の目的及び運営の方針

・統括者の氏名及び職種（※保健指導のみ）

・従業者の職種、員数及び職務の内容

・特定健康診査（特定保健指導）の実施日及び実施時間

・特定健康診査（特定保健指導）の内容及び価格その他の費用の額
・事業の実施地域

・緊急時における対応

・その他運営に関する重要事項

1－2規程の概要

①健診・保健指導機関による情報公開の必要性

　　医療保険者が健診・保健指導を委託できる機関の基準が告示により定められているこ

　とから、医療保険者が委託先を探すにあたって、委託基準を満たしている機関であるか

　否かを判別できるよう、健診・保健指導機関は基準の遵守状況について情報を公開する

　必要がある。

②概要の必要性

　　規程は詳細を記述するものであることから、量的にも相当なもの（イメージとしては

　金融商品等の約款のようなものになる可能性が高い）になるため、即座に理解・把握す



ることは難しいことが想像される（十分に読みこむ必要がある可能性が高い）。

　医療保険者が委託先を探す際は、まヂはアウトラインをつかんで比較検討により絞り

込み、その上で詳細な情報が必要となる。そのため規程そのものの周知は必要ではない

が、その概要がわかるものについては周知が必要である。

③概要に記載すべき事項

　　規程の概要は、①②に述べたように、医療保険者が委託先を探すための情報であるこ

　とから、各機関独自の表記方法で公開された場合、比較検討が困難になる。

　　そのため、共通の様式を用いて記載することとしている（様式については本書巻末の

　付属資料を参照のこと）。

　　なお、様式は一部の項目を除き必須記載項目となっていることから、必須記載項目は

　全て記載すること、また一部の項目については選んだ選択肢によっては委託基準を満た

　さなくなること（例えばr受診者に対するプライバシーの保護」の項目でr無』を選ん

　だ場合は基準を満たさない機関となる）に注意が必要である。

　　　　　　　　図表1：重要事項に関する規程の概要（健診機関用）の様式イメージ
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④概要の作成単位

　　規程の概要は、人員配置基準や施設基準、実施時間を明記することから、複数の実施

　拠点を抱える機関が、機関単位で作成した場合、医療保険者にとって当該機関が基準を

　満たしているか否かが分かりにくい（拠点によっては満たしていない基準があるかもし



れないが、それが判別できない）だけでなく、拠点によって実施時間が異なる場合に、

受診者にとってもわかりにくいd

　以上を踏まえ、運営についての重要事項に関する規程の概要（ホームページ等）は、

実施拠点単位で作成することになっている。

1－3概要の公開・更新

①公開する場

　　医療保険者並びに受診者（利用者）が健診・保健指導機関に関する情報を容易に確認

　できることが重要である。

　　また、健診・保健指導機関にとっても多くの医療保険者・受診者（利用者）の目に触

　れる場に情報を公開することが顧客獲得上重要であるとも言える。

　　以上を踏まえると、基本としてはホームページという形式で公開することがポイント

　になるが・掲載場所（サイト）をどこにするかが双方にと含て重要である。

　　基本的には、どこのサイトに掲載しても構わない。自機関のサイトが基本になると考

　えられるが、所属する団体やグループ等のサイトや、よく閲覧される有名サイト（掲載

　料が高額である可能性があるが多くの人の目に触れる効果を優先する場合）に掲載する

　ことも一つの考え方である。

　　また、どこにも掲載先がないという機関は、国立保健医療科学院に無料の掲載場所（健

　診・保健指導機関データベース）が設けられる（平成19年7月中旬以降）ことから、そ

　の場を借りて公開することも考えられる。

②情報の更新

　　公開している規程の概要の内容に変更があった場合は、医療保険者が公開情報で確認

　している内容と実際の状況に差異が生じた状態となったままであると、公開情報を元に

　委託先を決めていたならば特にトラブルの元になることから、速やかに掲載している情

　報を更新する必要がある（紙での掲示では再配布・変更通知等の手間が生じることから、

　変更した情報が即座に公開される点もホームページでの公開の利点がある。）。

　　共通の様式には、上述のようなトラブルの発生を未然に防ぐ一助となるよう、いつ時

　点の情報であるかを明確にするために、最終更新日の欄を設けている。更新の都度、こ

　の欄の日付を更新しておくことが重要である。

　　加えて、可能な範囲で、更新した箇所がわかるような配慮があることが望ましい（例

　えば、太字にする、書体やフォントサイズを変える、色を変える等）。



2健診・保健指導機関番号

2司番号とは

①健診・保健指導機関番号の必要性

　　健診・保健指導の結果は、電子データの形で標準的に定められたファイル形式に基づ

　きやり取りされることになっている。データのやり取りは、健診・保健指導機関から代

　行機関や医療保険者（その逆も）、代行機関から医療保険者（その逆も）、医療保険者間

　（他の医療保険者に実施を委託している場合や、医療保険者間の異動による加入者のデ

　一夕の授受）医療保険者から支払基金（国への実績報告）等、さまざまな主体の間で為

　される予定である。

　　ファイルのやり取りに当たっては、発信者や送付先、送付内容（医療保険者への納品

　なのか、国への実績報告なのか等）がファイルに明示されていないと、正しい送付先に

　正しい内容のものが送られているかを判別できないため、標準的なファイル形式におい

　ては、健診・保健指導の結果データや請求データだけではなく、これらの情報を記載す

　る領域が設けられている。

　　この時、発信者や送付先を機関名で記載した場合、さまざまな記載方法が発生する可

　能性がある（例えば、国への実績報告時の送付先に、「国」「厚労省」「厚生労働省」等記

　載者によってさまざまな記載の可能性がある）ことから、誰もが同じ記載方法となるよ

　う、番号での記載に統一することとした。

②基本的な付番ルール

　　医療保険者には保険者番号（8桁）が、医療機関には保険医療機関番号（10桁）が、

　それぞれ既にあることから、医療機関でない健診・保健指導機関や代行機関に新たに番

　号を用意することとした。

　　既に保険医療機関番号を保有する機関は、新たな番号を持つよりも既存の番号を利用

　する方が合理的であること、またそうなると既存の保険医療機関番号に準じた付番ルー

　ルが適当なことから、付番ルールは次のようにした。

図表2：健診・保健指導機関番号の付番ルール

桁数 区分 内容・

2 都道府県コード 機関所在の都道府県番号（0～47）

1 機関区分コード
保険医療機関（医科）＝1

P及び3～0以外の健診・保健指導機関＝2
6 機関コード 原則として、届出順に付番

1 チェックデジット

健診・指導機関番号の先頭から9桁を使用し、モジュラス
P0ウェイト2・1分割（M10W21）方式により設定。

@＝チェックデジットを除いた部分の末尾桁を起点とし
@　て、各数に順次2、1、2、1の繰り返しで乗じる。

A＝①で算出した積の和を求める（但し、積が2桁になる
@　場合は1桁目と2桁目の数字の和とする）。

B＝10と②で算出した数字の下1桁の数との差を求め、こ
@　れをチェックデジットとする（但し、1の位の数が0
@　の場合はチェックデジットを0とする）。



③付番ルールにおける留意事項

　　国保ベースの集合契約（詳細は6唱参照）において、国保が市町村の一般衛生部門に

　健診・保健指導の実施を委託する場合、集合契約における委託先が市町村の一般衛生部

　門となる。そのため、受託する市町村は健診・保健指導機関として番号の取得が必要と

　なる。

　　また、特に保健指導実施後の評価における委託との区別をつける上で、医療保険者自

　身が実施する場合（他の医療保険者から受託しない場合に限る。受託する場合は健診・

　保健指導機関としての届出が必要）の番号も設けておく必要がある。

桁数噛 区分
市町村一般衛生部門が健
f・保健指導機関として畳録

ｷる場合…．・．

■曄療保険者自身が実施する

鼾〟E

2 都道府県コード （通常と同じ） 55

1 機関区分コード 2 2

6 機関コード
999（自治体を示す）＋現行
s町村番号（3桁〉

111111

1 チェックデジット （通常と同じ） 1

図表3：付番ルールにおける留意事項

2－2番号取得申請

①番号の一元管理

　　健診・保健指導機関番号は、各機関が独自に番号を設定するのではなく、一意に定ま

　っているよう、一元的に発番および失効情報等の管理を行う必要がある。

　　そのためには、付番センターのような機能が必要となるが、あくまで健診・保健指導

　の委託は、医療保険者の自由意志による契約に基づくものであることから、健診・保健

　指導機関が委託基準を満たしているか否かの認定と同様、国で管理することは適当では

　なく、民間が共同でそのような機能を持つことが理想である。

　　しかし、制度施行までにそのような機能の提供が民間で整わない可能性が高いため、

　以下の理由から支払基金にて一元管理を行っていくこととなった。

○番号を用いての処理が最も必要となるのは代行機関であり、その中でも支払基金は

　国保ベースの集合契約における代行処理を取り扱う全国規模の最大手となること
○加えて、支払基金は、代行機関としてだけでなく、国への実績報告も受け付ける等

　健診・保健指導データの処理が集中すること
○支払基金には都道府県支部があり、レセプト処理業務において医療保険者や医療機

　関との長年の関係がある（突如出現したよくわからない組織ではなく一定の信頼に
　足ること）等、全国の健診・保健指導機関からの付番申請に対応できる規模・体制

　があること

②申請方法

　　医療保険者から健診・保健指導の委託を受けようと考えている機関は、機関の立地す

　る都道府県の支払基金の支部に、届出を行う。

　　届出は、支払基金所定の様式（保険医療機関番号の取得とほぼ同様）に必要事項を記

　入し提出することにより行う。



平成19年9月頃から受付を開始する予定。

図表4：健診・保健指導機関番号の申請様式

特　定　健　診　・　特　定　保　健　指　導　機　関　届　　〔案）

保阪窒等から支払を受ける特定健鰺・舶定保俄指導の費用にっき、基金から鰍者1蘇こ臓永し、齢から繁領することに図達し、これに聞し、下肥のとおり届げます．

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乎所　　犀　　月　　日

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住獅
社倉㎜支払基金幹事長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出響
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

Φ ＊　擬健診・特定保健揃趨磯間コーγ I　l 棚晒の種別 口　Φ紬窒働側聞　　　口O論定像謝鱒檀閣
，　ρ 1 1 ‘ 1 1

o 艦　　聞　名 ；
一 一 一

o 視隠断在鎗
，

1

Q 串一ムペーリアドレス し も ， ：1ノ ｝ 巴螂・日蝋・蝕立・醐曲
7 郷院 ㎜・樹闘闘機人・そ耐幟人・億人

燃図欧・蝕・駄立）・蝕一
● 闘股壷名

，D

o
征
官
土
体

諺療断
轍・　の倦舩釣・匪

�l・モの紬磁人・畝
o 藷球響名

7

盛疏県・鞘町吋・■盛立・　崔α

H・腱」咽po・構寅蹴
b書m艇人・臥o 葉領響名

課
郡
口
縣
鶴
崩

物の 口 ＊ ＊

⑧ 娼込観智 眼博

鉱 当鰹・管過
餌
合

⑩ 謄求閣蜻年月口 平廟　　　年　　　月　　　日

マ
ス
タ

巌 一つ、 基念のホームページ上で公葡いたします●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　1X
柱ｦの酪励ち、Φから破駅厭鴉櫓磁射碑庶つ、・蹴、簡欄（齢、国鰻触、その働締欄〉の無に恥杭の楠》、徹櫛蝋騒
@第P貰に定める場合の畿か、本人の同3なくして他の判房寳的に働醇ずることはありまぜん，

③申請に当たっての留意事項

　　届出様式には、1－2に示した「運営にっいての重要事項に関する規程の概要」を公

　開しているホームページのURLを記載する欄があることから、申請前に「運営について

　の重要事項に関する規程の概要」を作成・公開しておくことが前提となる。これは、支

　払基金のホームページにおいて市町村別に健診・保健指導機関のリストを公開する際に、

　リストに掲載されている機関が委託基準を満たしていることを確認できるよう、リンク

　先として表示するためである。

　　既に保険医療機関番号を保有している医療機関にっいても、新たな番号取得の必要は

　ないが、申請が必要となる。これは、保険医療機関の全てが健診・保健指導を受託する

　訳ではないため、支払基金ホームページの健診・保健指導機関リストに委託基準を満た

　した機関として掲載される必要があるためである。同様に、医療保険者が他の医療保険

　者から受託する場合も、保険者番号があるため新たな番号取得の必要はないが、健診・

　保健指導機関としての届出が必要となる。

　　医療保険者が事業主の産業医・保健師等に委託する場合、当該事業主が、加入する医

　療保険者からの受託に限る（他の医療保険者から幅広く受託しない）場合は、必ずしも

　番号の取得は必要ない（医療保険者自身が実施する場合と同様に見倣せるため）。但し、

　その場合でも委託基準の遵守や「運営にっいての重要事項に関する規程の概要」の公開

　（この場合は医療保険者への提示）は必須である。


